
米国産大豆及び粗糖の取引単位と受渡単位の変更について 

 

平成 20 年７月 23 日（水）付けで認可申請しておりました 「米国産大豆及び

粗糖の取引単位と受渡単位の変更」が８月４日（月）付けで認可されました。 

米国産大豆は、平成 20 年８月 27 日発会の 2009 年８月限から 

取引単位 １枚： 10,000 ㎏  受渡単位 10 枚：100,000kg になります。 

粗糖は、平成 20 年 10 月１日発会の 2009 年 11 月限から 

取引単位 １枚： 10,000 ㎏  受渡単位 10 枚：100,000kg になります。 

併せて、平成 20 年７月 18 日（月）開催の理事会において「市場管理要綱農

産物市場Ⅰ（米国産大豆）」および「市場管理要綱（砂糖市場）」の一部変更が

承認されました。 

現行の「標準価格」に対応する形で、値幅制限を決定していたものを、価格

水準や価格変動等に柔軟に対応できるように変更いたします。 

詳しくは、取引要綱をご覧下さい。 
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